
１ 基本理念

男女とも多様な生き方を尊重し、その個性と能力を十分に

発揮できる流山をめざして

男性も女性も、様々な立場の人の生き方や多様性が尊重され、

性別や性別に基づく役割分担意識にとらわれることなく、誰も

が個性と能力を十分に発揮できる男女共同参画社会の実現をめ

ざします。

流山市第４次男女共同参画プラン 概 要 版

２ プラン策定の趣旨

流山市では、平成１４年に「流山市男女共同参画プラン」を策

定して以来、男女共同参画社会の実現に向けて様々な啓発活動

に取り組んでいます。現在、市内の子育て世代の女性の就業率

は 5 割を超え、平成２７年には「女性の職業生活における活躍

の推進に関する法律（女性活躍推進法）」が成立し、女性の社

会進出に伴う支援体制の充実が求められています。時代に即し

た課題の解決に向け、このたび第３次男女共同参画プラン（平

成 2 7 年度～令和元年度）の流れを汲んだ新しいプランを策定

しました。



３ プランの位置づけ

第４次男女共同参画プランは、本市における男女共同参画施策

推進の基本となるプランです。男女共同参画社会基本法を踏ま

え、国及び県の男女共同参画に係る計画を勘案し、流山市総合

計画との整合性を図りました。基本目標や基本的課題の性質に

応じたＳＤＧｓとの関連を体系図に示し、継続した取り組みで

あることを明確にしています。また、「配偶者からの暴力の防

止及び被害者の保護等に関する法律（ＤＶ防止法）」に基づく

ＤＶ防止基本計画として位置づけるとともに、女性活躍推進法

に基づく推進計画としても位置づけています。

４ プランの期間

令和２年度から令和６年度までの５年間とします。

ただし、社会経済状況の変化やプランの進捗状況に応じて必要

な見直しを行うこととします。

５ プランの進行管理

Ｐｌａｎ（Ａｃｔｉｏｎ）：事業内容、行動指標の設定

事業評価を受け、当該年度の事業内容の見直し、次年度の

取組について具体的に目標を設定（例：講演会を年１回以

上開催します。）

Ｄｏ：事業実施

設定した目標の達成に向けて各課において事業を実施

Ｃｈｅｃｋ：事業評価

事業の実施状況を把握し、事業の達成状況により評価

Ｐｌａｎ

(Action)

Do

Ｃheck

＊1 ＳＤＧｓ…2015年に国連で採択された2030年までの国際目標で、課題に対応した１７の持続可能な開発目
標が設けられている。

＊1

基本的課題ごとに共通の指標を定め、その達成状況に応じて毎年度の事

業内容や行動指標の見直しを行います。



男
女
と
も
多
様
な
生
き
方
を
尊
重
し
、
そ
の
個
性
と
能
力
を
十
分
に
発
揮
で
き
る
流
山
を
め
ざ
し
て

Ⅰ 男女一人ひとり
を人として尊重
する意識づくり

互いの性と人権を尊重する意識づくり

社会と家庭における男女共同参画の意識づく
り

人の多様性を認め、人権を守ろうとする人権
感覚を育成する教育の推進

Ⅱ 一人ひとりが個
性と能力を活か
して活躍できる
環境づくり

ライフステージに応じた仕事と生活の調和の
推進

政策・方針決定過程における男女共同参画の
推進

家庭生活や地域活動における男女共同参画の
推進

就業及び労働の場における男女共同参画の推
進

Ⅳ プランの推進体
制の充実

プランの進行管理

推進体制の強化

基本目標

基本的課題

基本理念

Ⅲ 生涯を通して誰
もが健康で安心
して暮らせる社
会づくり

女性、男性、高齢者、子ども、障害者等に対
するあらゆる暴力の根絶

誰もが健康で安心して暮らせるしくみづくり

子どもと家庭を地域で支えるしくみづくり

防災分野における男女共同参画の推進

６ プラン体系図



７ 施策の方向と事業内容

性別に捉われず互いの性や人権を尊重し、それぞれの個性や能

力を発揮できるよう、男女共同参画の意識づくりに向けて、学

校教育の場における人権教育、人権尊重意識や社会的性別の見

直しなどの意識啓発に取り組みます。

女性の活躍推進にあたっては、男性中心型の労働慣行を見直し、

労働の場、家庭や地域活動における男女共同参画の意識・環境

づくりが重要な課題となっています。また、政策・方針決定過

程における女性の参画を促進するとともに、多様な働き方を支

援するための環境整備も求められています。男女共同参画社会

の実現に向けた意識づくりや、ライフステージに応じた仕事と

生活の調和の推進に向けた取組を行います。

ＤＶや虐待などのあらゆる暴力を許さない意識啓発や、被害者

支援のための相談窓口の充実などに取り組みます。また、さま

ざまな困難を抱える方に対する支援体制の整備、防災分野にお

ける男女共同参画の推進など、生涯にわたり誰もが健康で安心

して暮らせる社会づくりのための取組を行います。

男女共同参画推進本部により市役所全庁的な取組を推進すると

ともに、毎年度プランの指標達成状況の把握と事業評価を行う

ことにより、着実に進行管理を行います。

基本目標Ⅰ 男女一人ひとりを人として尊重する意識づくり

基本目標Ⅱ 一人ひとりが個性と能力を活かして活躍できる

環境づくり

基本目標Ⅲ 生涯を通して誰もが健康で安心して暮らせる社

会づくり

基本目標Ⅳ プランの推進体制の充実


